
八代市鏡町文政保護水面 

 

 次の(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)及び(1)の各点を順次に結んだ線によって

囲まれた区域 

 基点 熊本県八代市鏡町北新地字参番割 594 番 1 に管理者が設置した標柱の

位置(北緯 32度 34分 44秒、東経 130度 35分 35秒の点) 

 (1) 基点から 305 度、870 メートルの点(北緯 32 度 35 分 1 秒、東経 130 度

35分 8秒の点) 

 (2) 基点から 283度 30分、1,000メートルの点(北緯 32度 34分 52秒、東経

130度 34分 58秒の点) 

 (3) 基点から 290 度 15 分、1,590 メートルの点(北緯 32 度 35 分 3 秒、東経

130度 34分 38秒の点) 

 (4) 基点から 292度、1,715メートルの点(北緯 32度 35分 6秒、東経 130度

34分 34秒の点) 

 (5) 基点から 299 度、1,650 メートルの点(北緯 32 度 35 分 11 秒、東経 130

度 34分 40秒の点) 

 (6) 基点から 294度、1,283メートルの点(北緯 32度 35分 2秒、東経 130度

34分 50秒の点) 

 

（参考図） 
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